
温暖化防止いわて県民会議 会則 
 
（名 称） 
第１条 この会議は、温暖化防止いわて県民会議（以下「県民会議」という。）という。 
 
（目 的） 
第２条 県民会議は、自然豊かな環境を守り、県民の生活基盤に影響を及ぼす極めて深

刻な環境問題である地球温暖化の防止を図るため、構成団体相互の連携や協働により、

温室効果ガスを可能な限り排出しない生活様式や事業活動への転換、気候変動の影響

による被害の防止又は軽減に向けた取組を促進することを目的とする。 
 
（活 動） 
第３条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を実施するものとす

る。 
(1) 温室効果ガス排出量の削減や気候変動の影響による被害の防止又は軽減に向けた

構成団体の特性に応じた取組の推進 
 (2) 温室効果ガス排出量の削減や気候変動の影響による被害の防止又は軽減に向けた

取組に関する情報共有や相互に連携した取組 
 (3) その他県民会議の目的を達成するために必要な取組 
 
（組 織） 
第４条 県民会議は、第２条の目的及び前条の活動に賛同する別表に掲げる機関・団体

及び学識経験者を持って構成する。 
２ 県民会議の構成団体等は、必要に応じて追加、変更することができる。 
３ 県民会議の会議は、総会及び次に掲げる各部会とする。 
 (1) 事業者部会 
 (2) 家庭部会 
４ 部会の組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。 
 
（役 員） 
第５条 県民会議に次の役員を置く。 
 (1) 会長    １人 
 (2) 副会長   ２人 
２ 会長は、総会において選任する。 
３ 副会長は、会長が指名する。 
 
（役員の任務） 
第６条 会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
３ 副会長は、部会長を兼務する。 
 
 



（役員の任期） 
第 7 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 欠員が生じたことにより就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 役員は、その任期が満了した場合、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う

ものとする。 
 
（総 会） 
第８条 総会は、会長が必要に応じて招集し、県民会議が実施する活動について協議す

る。 
２ 総会においては、会長が議長となる。 
３ 会長は、必要に応じて、総会に構成員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（庶 務） 
第９条 県民会議の庶務は、岩手県環境生活部環境生活企画室において処理する。 
 
（補 則） 
第 10 条 この会則に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 
 
 附 則 

この会則は、平成２１年 ６月２２日から施行する。 
 附 則 

この会則は、平成２３年 ２月１６日から施行する。 
 附 則 

この会則は、令和元年 ６月１８日から施行する。 
 附 則 

この会則は、令和５年 ６月 ５日から施行する。 
 附 則 

この会則は、令和６年 ６月 ３日から施行する。 
 附 則 

この会則は、令和７年 ６月１６日から施行する。 
 


